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明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

六
二

（
五
五
〇
）

明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

附
・
明
治
三
年
東
京
府
行
刑
人
員
表

手

塚

豊

解

題

　
本
稿
で
紹
介
す
る
資
料
は
、
明
治
元
年
の
末
か
ら
二
年
の
は
じ
め
に
か
け

て
、
開
設
早
々
の
束
京
府
で
作
成
さ
れ
た
刑
法
に
關
す
る
若
干
の
文
書
と
、
明

治
三
年
に
お
け
る
同
府
の
行
刑
人
員
表
で
あ
る
。
前
者
を
假
に
「
東
京
府
刑
法
」

と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
法
典
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
課
刑
の
基

準
を
示
す
刑
事
法
的
文
書
と
到
蜥
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
明
治
初
年
の
東
京
に

お
け
る
刑
法
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の

で
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
に
覆
刻
、
護
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
慶
懸
四
年
（
明
治
元
年
）
五
月
、
彰
義
除
の
飢
が
終
結
す
る
や
、
同
月
十
九

日
、
江
戸
鎭
豪
府
が
設
け
ら
れ
、
征
東
大
絡
督
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
が
鎭
毫
に

任
ぜ
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
、
鎭
豪
府
は
奮
幕
府
の
行
政
機
關
を
完
全
に
接
牧

し
、
從
來
の
町
奉
行
、
寺
魅
奉
行
お
よ
び
勘
定
奉
行
の
三
奉
行
を
慶
し
て
、
あ

ら
た
に
市
政
裁
到
所
、
寺
肚
裁
到
所
（
後
ち
に
杜
寺
裁
到
所
）
、
民
政
裁
判
所
を

置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、
南
北
に
分
か
れ
て
設
け
ら
れ
た
市
政
裁
到
所

は
、
從
來
の
南
北
町
奉
行
所
の
事
務
を
承
縫
し
た
機
關
で
、
東
京
府
の
開
設
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

至
る
ま
で
、
江
戸
の
司
法
行
政
機
關
で
あ
つ
た
。

　
同
年
七
月
十
七
日
、
東
京
輿
都
に
と
も
な
い
、
江
戸
鎭
張
府
は
摩
さ
れ
、
八

月
八
日
、
駿
河
以
東
十
三
ヵ
國
を
管
す
る
鎭
將
府
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ
と
同

時
に
、
市
政
裁
到
所
も
慶
止
と
な
り
、
東
京
府
が
置
か
れ
、
鎭
憂
輔
で
あ
つ
た

烏
丸
光
徳
が
初
代
の
知
府
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
府
聴
開
設
準
備
中

は
、
そ
れ
ま
で
の
市
政
裁
判
所
が
そ
の
ま
ま
幾
置
さ
れ
て
い
た
。
東
京
府
が
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

實
共
に
開
聴
し
た
の
は
、
九
月
二
日
で
あ
る
。

　
市
政
裁
判
所
お
よ
び
獲
足
當
時
の
東
京
府
で
行
わ
れ
た
刑
事
裁
到
で
は
、
町

奉
行
所
時
代
と
同
じ
く
幕
府
の
御
定
書
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
が
、
次
の
よ
う
な
文
書
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
追
放
刑
を

慶
止
し
て
徒
刑
制
を
探
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
く
府
聴
開
設
直

後
の
頃
、
そ
の
構
想
が
具
艦
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
放
刑
を
徒
刑
二
換
候
等
階
之
儀
二
付
伺



　
放
刑
之
も
の
行
先
お
ゐ
て
叉
候
悪
事
致
候
族
も
有
之
苦
難
何
程
か
無
量
之

事
共
二
付
右
刑
二
可
庭
も
の
を
徒
刑
二
換
輕
重
照
懸
合
考
仕
候
庭
左
之
通

　
　
　
放
刑
等
階

所
彿

江
戸
携

江
戸
拾
里
四
方
追
放

輕
追
放

中
追
放

重
追
放

百
日
手
鎖

徒
一
覇
書
即
テ

徒
一
年
角
轡
即
テ

徒
二
翁
＋
四
ケ
月

徒
二
年
翁
＋
角

　
　
　
　
同

徒
三
年

　
　
　
　
三
十
六
ケ
月

　
凡
右
之
通
取
極
何
れ
も
人
足
寄
場
江
差
遣
し
置
新
田
開
護
其
外
夫
役
二
遣
方

　
等
爲
致
置
右
躰
徒
刑
二
換
候
得
は
一
時
之
心
螢
二
て
赦
之
年
限
は
減
故
果
江

　
立
臨
り
並
々
之
交
も
出
來
可
申
哉
二
奉
存
候
（
以
下
略
）

　
　
戊
辰
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
村
彌
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
達
禮
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
野
勝
藏

　
　
從
　
朝
廷
刑
典
被
　
仰
出
候
迄
ハ

　
　
書
面
之
通
可
相
心
得
事

　
當
時
、
刑
事
裁
到
は
市
政
局
漸
獄
方
の
捲
當
で
あ
つ
た
か
ら
、
こ
の
文
書
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

蜥
獄
方
の
役
人
と
府
當
局
者
と
の
間
で
取
り
か
わ
さ
れ
た
伺
、
指
令
と
思
わ
れ

る
。
從
來
、
と
か
く
問
題
の
多
か
つ
た
追
放
刑
を
慶
止
し
、
一
年
以
上
三
年
ま

で
五
等
の
徒
刑
を
以
て
そ
れ
に
代
え
る
構
想
は
、
す
で
に
新
政
府
部
内
で
編
纂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
ロ

さ
れ
て
い
た
假
刑
律
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
何
等
か
の
影

明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

響
を
あ
た
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
行
わ
れ
ん

と
し
た
の
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
新
政
府
は
刑
事
に
關
す
る
二
つ
の

指
令
を
畿
し
た
の
で
あ
る
。
十
月
晦
日
の
行
政
官
布
達
お
よ
び
十
一
月
十
三
日

の
達
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
指
令
は
、
明
治
刑
法
史
に
お
い
て
、
い
ま
改

め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
と
く
に
著
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
後
掲
の
資
料
文
書

を
理
解
す
る
便
宜
上
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
ま
ず
行
政
官
布
蓮
を
引
用
す
れ
ば
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
行
政
官
布
達
　
元
年
＋
月
晦
日

　
王
政
復
古
凡
百
之
事
追
々
御
改
正
二
相
成
就
中
刑
律
ハ
兆
民
生
死
之
所
係
速

　
二
御
贅
正
可
被
爲
在
之
庭
春
來
兵
馬
倥
偲
國
事
多
端
未
タ
螢
正
二
暇
ア
ラ
ス

　
依
之
新
律
御
布
令
迄
ハ
故
幕
府
へ
御
委
任
之
刑
律
二
依
リ
其
中
礫
ハ
君
父
ヲ

　
斌
ス
ル
大
逆
二
限
リ
其
他
重
罪
及
焚
刑
ハ
昊
首
二
換
へ
追
放
所
彿
ハ
徒
刑
二

　
換
へ
流
刑
ハ
蝦
夷
地
二
限
リ
且
盗
窃
百
爾
以
下
罪
不
至
死
候
様
略
御
決
定
二

　
相
成
候
尤
死
刑
ハ
勅
裁
ヲ
脛
候
條
府
藩
縣
共
刑
法
官
へ
可
伺
出
且
総
テ
粗
忽

　
之
刑
罪
有
之
間
敷
事

　
　
一
　
流
刑
ハ
蝦
夷
地
二
限
リ
候
得
共
彼
地
御
制
度
相
立
候
迄
ハ
先
奮
二
循

　
　
　
リ
取
計
置
可
申
事

　
　
叫
　
徒
刑
ハ
土
地
ノ
便
宜
ニ
ヨ
リ
各
制
ヲ
可
立
事
二
付
府
藩
縣
共
其
見
込

　
　
　
二
從
ヒ
當
分
取
計
置
可
申
追
々
御
布
令
可
被
爲
在
事

　
右
之
通
被
仰
出
候
條
御
旨
趣
堅
相
守
猶
不
決
之
廉
有
之
候
ハ
き
刑
法
官
へ
可

　
伺
出
候
事

　
こ
の
布
達
の
日
附
は
、
「
法
規
分
類
大
全
」
で
は
右
の
引
用
の
ご
と
く
「
十
月

　
　
ロ

晦
日
」
で
あ
る
が
、
東
京
都
政
史
料
館
藏
「
府
治
類
纂
」
で
は
　
「
十
一
月
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ァ
ロ

同
じ
く
「
法
令
類
纂
」
で
は
「
十
月
廿
九
日
」
と
な
つ
て
い
る
。
そ
の
日
附
は

六
三

（
五
五
一
）



明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
東
京
府
が
そ
れ
を
受
領
し
た
の
は
、
十
一
月
に
な
つ
て
か

　
　
　
　
（
8
）

ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
布
達
を
受
け
た
東
京
府
で
は
、
主
と
し
て
断
獄
方
に
お
い
て
評
議
が
行

わ
れ
、
布
達
の
趣
旨
を
く
ん
で
御
定
書
の
修
正
を
行
い
、
府
當
局
に
上
申
さ
れ

　
　
　
　
（
9
）

た
。
資
料
1
は
そ
の
文
書
で
あ
る
。
前
に
掲
げ
た
「
放
刑
を
徒
刑
二
換
候
云
々
」

の
伺
、
指
令
で
、
徒
刑
の
探
用
は
す
で
に
決
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
刑
期
は
、

こ
の
修
正
で
さ
ら
に
四
年
の
一
種
を
増
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
上
申
の
結

果
、
府
當
局
者
は
漸
獄
方
に
封
し
て
、
よ
り
詳
し
い
且
つ
廣
範
園
に
わ
た
る
御

定
書
の
修
正
を
命
じ
た
よ
う
で
あ
り
、
か
く
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
ど
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鉛
）

文
書
が
、
東
京
府
の
名
で
刑
法
官
に
差
し
出
さ
れ
た
。
資
料
π
は
そ
の
文
書
で

あ
る
。

　
こ
の
伺
に
封
し
て
刑
法
官
が
ど
の
よ
う
な
同
答
を
し
た
か
は
、
徴
す
べ
ぎ
資

料
を
飲
く
。
し
か
し
、
明
治
二
年
五
月
、
資
料
1
と
類
似
す
る
御
定
書
修
正
書

を
作
成
し
て
刑
法
官
に
伺
い
出
た
神
奈
川
縣
の
場
合
、
刑
法
官
は
直
に
許
諾
を

　
　
　
　
（
∬
）

あ
た
え
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
東
京
府
の
場
合
に
も
大
豊
異
議
な
く
承
認

さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
次
に
、
前
掲
行
政
官
布
達
に
ひ
き
つ
づ
き
、
指
令
さ
れ
た
新
政
府
の
達
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
達
　
元
年
十
一
月
十
三
日

新
律
御
治
定
迄
別
紙
四
刑
各
三
等
ヲ
以
テ
假
二
輕
重
ヲ
配
當
致
シ
當
節
左
之

　
通
庭
置
イ
タ
シ
候
事

　
　
火
附
、
強
盗
人
ヲ
殺
ス
者
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
首

　
　
張
盗
、
亘
幽
以
上
窃
盗
、
強
姦
　
　
　
　
　
　
刎
首

　
　
窃
盗
五
十
爾
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
罪

同
　
二
十
爾
以
上

同
　
　
一
爾
以
上

同
　
　
一
爾
以
下

欲
盗
未
得
盗
者
亦
同

其
鹸
之
犯
罪
右
二
可
準
知
事

六
四

　
こ
の
達
は
、

に
も
と
づ
き
東
京
府
で
は
、

あ
る
。

役
人
よ
り
府
當
局
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
み
る
べ
き
資
料
を
飲
く
が
、

が
實
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
五
五
二
）

答
百

苔
五
十

答
二
十

　
死
罪
之
儀
ハ
脛
奏
裁
候
而
可
刑
事

　
於
盗
賊
ハ
流
罪
除
之
　
　
　
但
昊
刑
之
内
姑
モ
難
閣
事
情
有
之
者
ハ
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
府
二
於
テ
印
決
追
テ
奏
聞
之
事

　
火
刑
ハ
永
塵
止
之
事

　
殺
君
父
ノ
大
逆
罪
ハ
臨
期
勅
裁
之
上
可
庭
礫
刑
事
　
　
　
其
他
傑
罪
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
止
之

　
絞
首
ハ
至
秋
季
一
時
二
刑
之
自
然
御
大
禮
等
ニ
テ
赦
令
有
之
候
ハ
・
可

　
被
冤
之
事

　
官
人
並
諸
藩
士
等
之
刑
科
ハ
醐
縮
流
禁
鋼
肥
琳
趨
之
事

死
　
　
昊
首
　
　
刎
首
　
　
絞
首

流
　
　
七
年
　
　
五
年
　
　
三
年

徒
二
年
一
年
牟
一
年

答
百
　
五
十
二
十

　
　
　
　
先
き
の
行
政
官
布
達
を
一
層
具
豊
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
御
定
書
の
部
分
的
修
正
を
行
つ
た
よ
う
で

　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
資
料
皿
は
そ
う
し
た
措
置
を
示
す
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
蜥
獄
方
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
伺
の
成
否
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
ら
く
刑
法
官
の
許
諾
を
え
て
、
そ
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
來
、
資
料
∬
の
文
書

一



に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
徒
刑
の
種
類
は
攣
更
さ
れ
、
ま
た
あ
ら
た
に
從
來
の
敲
、

重
敲
に
代
つ
て
二
十
、
五
十
、
百
の
答
刑
が
新
設
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
資
料
－
罫
蛋
か
ら
知
り
う
る
こ
と
は
、
東
京
府
が
、
前
掲
の
行

政
官
布
達
お
よ
び
達
に
封
し
て
、
き
わ
め
て
鋭
敏
な
反
懸
を
示
し
た
と
い
う
事

實
で
あ
る
。
成
立
後
早
々
で
、
十
分
な
政
治
力
を
有
し
な
か
つ
た
明
治
政
府
の

こ
と
と
て
、
そ
の
指
令
は
か
な
ら
ず
し
も
全
國
の
府
、
縣
、
藩
に
よ
つ
て
直
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

支
持
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
が
、
さ
す
が
に
ひ
ざ
も
と
の
直
轄
領
で
あ
る

東
京
に
お
い
て
は
、
十
分
に
蓮
守
さ
れ
た
も
の
と
い
つ
て
い
い
。

　
原
則
と
し
て
は
御
定
書
が
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
こ
と
を
み
と
め
、
た
だ
刑
の

種
類
そ
の
他
の
酷
で
若
干
の
寛
刑
方
針
を
探
つ
た
新
政
府
の
刑
事
行
刑
政
策

は
、
こ
の
よ
う
に
東
京
府
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
諾
鮨
令
通
り
實
施
さ
れ
た
が
、

こ
う
し
た
事
情
を
物
語
る
別
の
資
料
と
し
て
、
附
録
に
、
明
治
三
年
の
行
刑
人

員
表
を
掲
げ
た
。
刑
名
別
だ
け
の
人
員
表
で
あ
る
か
ら
、
刑
事
統
計
と
し
て
は

不
完
全
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
追
放
刑
を
慶
し
て
徒
刑
を
一
般
的
に
探

用
し
て
い
る
状
況
、
あ
る
い
は
信
侶
、
盲
人
、
非
人
に
封
す
る
特
別
な
措
置
お

よ
び
過
怠
牢
舎
、
手
鎖
、
押
込
な
ど
の
輕
い
刑
罰
が
、
幕
府
法
そ
の
ま
ま
に
行

わ
れ
て
い
る
朕
況
等
は
、
は
つ
き
り
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
東
京
府
の
刑
法
的
措
置
は
、
新
律
綱
領
（
三
年
＋
二
月
頒
布
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

が
施
行
さ
れ
る
ま
で
つ
づ
い
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
終
末
の
正
確
な
月
日
は
明

ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
四
年
の
は
じ
め
頃
で
あ
つ
た
ろ
う
。

　
因
み
に
、
明
治
元
年
末
頃
の
刑
事
裁
到
で
、
東
京
府
が
所
管
し
た
の
は
、
一

般
庶
人
、
足
輕
や
中
間
の
ご
と
き
身
分
の
低
い
精
刀
人
お
よ
び
無
宿
の
幣
刀
浪

入
（
維
新
職
箏
に
關
す
る
犯
罪
を
の
ぞ
く
）
等
で
あ
り
、
侍
分
以
上
の
幣
刀
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

は
、
原
則
と
し
て
刑
法
官
の
所
管
で
あ
つ
た
。

明
治
初
年
の
東
論
尽
府
刑
法

（
1
）
　
市
政
裁
剣
所
に
つ
い
て
は
「
市
政
裁
剣
所
始
末
」
（
東
京
都
史
紀
要

　
第
二
）
に
詳
し
い
。

（
2
）
　
前
掲
書
・
七
九
頁
。
「
東
京
府
史
」
行
政
篇
第
一
巻
・
四
四
四
頁
。

（
3
）
　
「
府
治
類
纂
」
（
東
京
都
政
史
料
館
藏
）
第
九
冊
。

（
4
）
　
下
村
は
奮
北
町
奉
行
所
の
與
力
（
前
掲
裁
剣
所
始
末
・
二
五
頁
）
、
中

　
野
は
同
じ
く
年
寄
同
心
（
前
掲
書
・
八
二
頁
）
で
あ
つ
た
。
奮
奉
行
所
の

　
下
級
役
人
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
市
政
裁
判
所
お
よ
び
東
京
府
に
引
縫
が

　
れ
て
い
た
か
ら
、
彼
等
は
噺
獄
方
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
の
で
あ
ろ

　
う
。
安
達
に
つ
い
て
は
、
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
因
み
に
、
十
一
月
現

　
在
、
府
の
幹
部
職
員
は
、
「
官
員
録
」
（
辰
十
一
月
）
に
よ
る
と
、
知
府
事

　
鳥
丸
光
徳
、
剣
府
事
江
藤
新
卒
、
北
島
秀
朝
、
椹
剣
府
事
鮫
島
誠
藏
だ
け

　
で
あ
る
が
、
内
閣
丈
庫
藏
「
東
京
府
史
料
」
第
三
十
六
冊
（
官
員
履
歴
）

　
に
よ
る
と
、
そ
の
ほ
か
穫
剣
府
事
と
し
て
山
口
範
藏
が
あ
り
、
ま
た
同
史

　
料
第
二
＋
三
珊
（
府
治
）
に
よ
る
と
、
京
都
府
剣
府
事
青
山
貞
も
現
職
の

　
ま
ま
十
一
月
二
十
日
か
ら
東
京
府
に
在
勤
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な

　
お
、
烏
丸
は
十
一
月
七
日
に
退
職
し
た
。
後
任
と
し
て
大
木
喬
任
が
知
府

　
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
前
掲
史
料
第
三
十
六
冊
に
よ
る
と
「
十
一
月
八

　
日
」
で
あ
る
が
、
大
木
の
他
の
官
歴
書
の
多
く
は
「
十
二
月
四
日
」
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
つ
て
い
る
（
「
百
官
履
歴
」
上
・
八
五
頁
、
「
顯
要
職
務
補
任
録
」
上
・
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
〇
頁
、
「
元
老
院
勅
奏
剣
任
官
履
歴
書
」
二
枚
目
等
）
。

（
5
）
　
假
刑
律
は
、
元
年
一
月
に
設
け
ら
れ
た
刑
法
事
務
科
に
お
い
て
編
纂

　
が
開
始
さ
れ
、
同
年
十
一
月
刑
法
官
に
お
い
て
ほ
ぽ
完
成
を
み
た
よ
う
で

　
あ
る
（
拙
稿
「
假
刑
律
の
一
考
察
」
・
「
明
治
初
期
刑
法
史
の
研
究
」
所
牧
・

　
一
二
ー
一
六
頁
滲
照
）
。
本
丈
で
蓮
べ
た
五
等
の
徒
刑
は
、
假
刑
律
原
案

六
五

（
五
五
三
）



　
　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

　
の
制
度
で
あ
り
、
完
成
案
で
は
一
年
、
　
一
年
牛
、
二
年
の
三
等
に
修
正
さ

　
れ
て
い
る
（
「
法
規
分
類
大
全
」
刑
法
門
⇔
・
刑
律
e
・
五
六
頁
）
。
十
一

　
月
＋
三
日
の
達
に
み
ら
れ
る
徒
刑
の
種
類
は
、
こ
の
完
成
案
に
よ
つ
た
も

　
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
前
掲
分
類
大
全
・
刑
法
門
e
・
刑
法
総
・
二
頁
。

（
7
）
　
前
掲
府
治
類
纂
・
第
九
冊
、
「
法
令
類
纂
」
・
巻
二
十
二
。

（
8
）
　
本
文
に
引
用
し
た
「
放
刑
を
徒
刑
二
換
候
云
々
」
の
伺
、
指
令
は
、

　
内
容
的
に
行
政
官
布
達
と
無
關
係
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
日
附
は
「
十
一

　
月
」
で
あ
る
。
も
し
も
、
布
蓮
の
正
し
い
日
附
が
「
十
月
廿
九
日
」
あ
る

　
い
は
「
十
月
晦
日
」
で
あ
り
、
帥
時
に
東
京
府
が
受
領
し
た
と
ず
る
と
、

　
前
記
伺
、
指
令
の
「
十
一
月
」
の
日
附
は
理
解
し
が
た
い
。
し
か
し
、
布

　
蓮
の
受
領
を
十
一
月
と
す
る
と
、
そ
の
黙
の
説
明
は
つ
く
。
す
な
わ
ち
、

　
同
じ
十
一
月
で
も
、
布
達
の
受
領
に
先
立
ち
、
何
、
指
令
が
行
わ
れ
た
も

　
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
布
達
の
日
附
が
「
十
一
月
」
で
あ
る
場

　
合
に
も
同
様
の
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
（
1
0
）
　
前
掲
府
治
類
纂
・
第
九
冊
。

（
1
1
晃
－
拙
稿
「
明
治
初
年
の
紳
奈
川
縣
刑
法
」
・
前
掲
拙
著
・
一
九
四
頁
以
下

　
参
照
。

（
1
2
）
　
註
（
9
）
（
1
0
）
に
同
じ
。

（
1
3
）
　
青
山
小
三
郎
は
註
（
4
）
で
述
べ
た
青
山
貞
と
同
一
人
で
あ
る
が
、

　
小
嶋
時
之
助
の
職
名
は
不
明
で
あ
る
。
共
に
噺
獄
方
の
係
り
で
あ
つ
た
と

　
思
わ
れ
る
。

（
1
4
）
　
明
治
三
年
十
二
月
に
頒
布
さ
れ
た
新
律
綱
領
の
施
行
が
、
各
地
に
お

　
　
　
　
　
　
む
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち

　
い
て
か
な
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
つ
た
事
實
を
思
え
ば
（
拙
稿
「
新
律
綱
領
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
五
五
四
）

　
施
行
に
關
す
る
一
考
察
」
・
前
掲
拙
著
・
五
三
頁
以
下
参
照
）
、
元
年
の
指

　
令
が
ど
の
程
度
の
實
効
性
を
有
し
た
か
は
、
大
農
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
前
掲
府
治
類
纂
・
第
十
珊
。
明
治
元
年
お
よ
び
二
年
の
統
計
は
み
あ

　
た
ら
な
い
。

　
　
な
お
、
辻
敬
助
氏
の
「
明
治
監
獄
年
譜
e
」
に
所
載
す
る
「
小
傳
馬
町

　
囚
獄
行
刑
一
班
」
（
行
刑
第
五
十
巻
四
號
・
二
三
頁
以
下
）
の
明
治
三
年

　
の
部
の
人
数
と
比
較
す
る
に
、
刑
の
分
類
方
法
が
異
な
る
こ
と
と
て
、
人

　
撒
の
異
同
を
確
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
か
な
り
違
う
よ
う
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
資
料
∬
皿
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
内
容
が
、
そ
の
ま
ま
最
後
ま
で
憂
化

　
な
く
つ
づ
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
二
年
七
月
八
日
、
東
京
府
伺
、

　
刑
法
官
同
答
を
以
て
「
主
人
二
爲
手
負
候
者
、
古
主
ヲ
殺
ス
者
」
ガ
「
晒

　
の
上
礫
」
か
ら
「
泉
首
」
に
漿
更
さ
れ
、
ま
た
晒
、
引
廻
が
す
べ
て
慶
止

　
さ
れ
た
ご
と
ぎ
は
修
正
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
同
年
八
月
五
日
刑
部
省

　
届
を
以
て
礫
罪
を
礫
、
果
首
を
臭
示
、
刎
首
を
斬
罪
、
徒
刑
を
徒
罪
、
筈

　
刑
を
答
罪
と
そ
れ
ぞ
れ
改
名
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
東
京
府
の
踏
襲
す
る

　
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
（
附
録
の
刑
名
を
参
照
）
（
以
上
の
伺
、
同
答
、
届
は
、

　
前
掲
分
類
大
全
・
刑
法
門
㊧
・
刑
律
O
・
一
一
七
頁
）
。
さ
ら
に
附
録
に

　
み
え
る
刑
名
の
中
に
は
杖
罪
、
牧
購
金
、
庶
人
二
下
シ
等
、
資
料
∬
皿
に

　
も
そ
し
て
幕
府
法
に
も
存
在
し
な
い
刑
名
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
其
の
後
の

　
刑
名
新
設
の
結
果
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
、
探
用
の
事
情
等
、
詳
細

　
は
わ
か
ら
な
い
。

（
1
7
）
　
元
年
十
一
月
廿
五
日
東
京
府
聴
訟
方
伺
、
同
日
刑
法
官
同
答
（
前
娼

　
府
治
類
纂
・
第
九
珊
）
。



資
料
前
註

　
（
1
）
　
憂
農
假
名
は
努
め
て
普
通
の
假
名
に
改
め
た
。

　
（
2
）
　
字
句
の
配
置
は
、
印
刷
の
便
を
考
え
、
か
な
ら
ず
し
も
原
丈
の
ま
ま

　
　
で
は
な
い
。

　
（
3
）
　
（
朱
書
）
の
部
分
、
時
に
ゴ
ヂ
ッ
ク
の
部
分
は
原
丈
の
朱
書
を
示
す
。

　
（
4
）
　
□
は
原
丈
の
抹
消
を
示
す
。

〔
資
料
1
〕

　
（
朱
書
）

戊
辰
十
一
月
調
役
並
漸
獄
方
よ
り
伺

　
今
般
刑
典
之
儀
二
付
被
仰
出
候
御
旨
趣
を
以
故
幕
府
御
委
任
之
刑
律
江
掛

紙
仕
候

一
　
右
二
付
是
迄
犯
罪
礫
刑
二
被
庭
候
も
の
最
首
二
被
換
候
二
付
て
は
金
子
を

添
捨
子
を
貰
其
子
を
捨
候
者
之
儀
奮
律
二
は
引
廻
之
上
獄
門
二
て
右
は
殺
候

も
の
同
等
二
相
成
釣
合
不
宜
且
密
夫
い
た
し
實
之
夫
二
疵
付
候
も
の
之
儀
も

是
又
殺
候
も
の
と
同
罪
二
被
行
輕
重
之
匪
別
無
之
檬
相
成
候
得
共
嚴
酷
之
御

庭
置
を
被
宥
候
た
め
礫
罪
を
果
首
二
被
換
候
寛
大
之
御
旨
趣
二
付
御
藍
正
之

新
律
御
布
令
被
爲
在
候
迄
は
其
儘
被
差
置
候
方
と
奉
存
候
得
共
照
感
二
取
釣

合
不
宜
分
私
共
心
付
候
廉
々
別
研
二
書
抜
朱
書
を
加
へ
奉
伺
候

一
　
追
放
所
梯
は
徒
刑
二
被
換
候
二
付
て
は
是
ま
て
所
彿
東
京
挽
同
拾
里
四
方

追
放
輕
追
放
中
追
放
重
追
放
之
刑
銘
を
被
仰
渡
候
塵
一
般
に
徒
刑
と
而
已
被

仰
渡
侯
て
は
犯
罪
之
輕
重
等
階
無
之
相
聞
候
二
付
年
限
之
多
寡
以
何
年
徒
刑

申
付
ル
旨
可
被
仰
渡
哉
依
之
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
渡

明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
（
朱
書
）

　
　
　
　
　
其
方
儀
云
々
不
届
二
付
何
年
徒
刑
申
付
ル

　
　
　
　
　
　
（
朱
書
）

　
　
　
　
　
　
但
人
足
寄
場
江
差
遣
ス

一
　
徒
刑
は
土
地
之
便
宜
二
寄
各
制
を
可
立
事
二
付
府
藩
縣
は
其
見
込
二
從
ひ

當
分
取
計
置
可
申
旨
被
仰
出
候
二
付
東
京
お
ゐ
て
ハ
佃
島
脇
人
足
寄
場
江
是

迄
放
刑
之
者
叉
ば
無
宿
も
の
等
差
遣
し
徒
隷
之
業
爲
致
來
候
二
付
右
江
遣
候

得
は
新
規
御
取
建
二
も
不
及
便
利
宜
御
座
候
間
一
般
二
同
所
江
被
遣
候
方
可

然
哉
二
奉
存
候

一
　
徒
刑
二
年
牛
よ
り
四
年
ま
て
の
も
の
是
迄
之
刑
銘
輕
中
重
之
追
放
二
引
當

り
候
者
二
付
田
畑
家
屋
敷
家
財
等
敏
所
相
成
候
得
共
徒
刑
之
年
限
相
立
免
し

遣
奮
里
江
立
戻
り
候
節
田
畑
家
屋
敷
家
財
敏
所
相
成
候
て
は
徒
刑
年
限
中
伏

罪
謹
愼
罷
在
候
而
も
期
限
過
去
候
得
は
無
宿
相
成
候
二
付
自
然
逃
去
候
も
の

出
來
罪
を
重
候
も
の
多
く
其
上
無
皐
之
妻
子
等
迄
管
之
方
二
差
支
離
散
い
た

し
道
路
二
4
候
は
詰
り
無
宿
も
の
殖
候
理
合
潤
殖
之
到
二
付
以
來
利
欲
二
拘

り
候
犯
罪
並
年
貢
未
進
等
有
之
も
の
の
外
は
田
畑
家
屋
敷
家
財
敏
所
は
被
爲

止
候
方
二
も
可
有
御
座
哉
二
奉
存
候

一
　
徒
刑
年
限
は
月
籔
を
以
算
へ
充
漏
之
上
差
冤
候
儀
二
取
極
置
可
申
候
哉

一
　
所
彿
を
徒
刑
二
被
換
候
庭
右
刑
之
儀
は
居
町
相
構
候
儀
二
而
鱒
宅
仕
候
迄

二
有
之
候
庭
徒
刑
十
ニ
ケ
月
之
苦
辛
二
被
換
候
様
二
而
は
其
身
ハ
勿
論
跡
妻

子
管
方
二
も
及
し
候
情
實
何
程
か
難
澁
相
増
候
儀
二
可
有
之
是
迄
右
刑
百
日

手
鎖
二
換
行
來
候
儀
も
御
座
候
問
此
刑
申
上
候
通
手
鎮
二
被
換
候
得
は
東
京

沸
徒
一
年
其
飴
順
々
手
限
相
減
候
儀
二
而
柳
御
仁
憶
之
筋
二
付
奉
伺
候

一
　
盗
窃
百
爾
以
下
罪
不
至
死
候
様
略
御
決
定
二
相
成
候
右
は
〆
無
之
庭
よ
り

遣
入
候
者
之
金
高
二
可
有
御
座
左
候
得
は
〆
り
等
を
固
鮮
明
土
藏
杯
破
り
入

六
七

（
五
五
五
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

　
ル
類
は
奮
律
之
通
り
金
高
之
論
二
不
拘
死
刑
二
可
庭
候
儀
と
奉
存
候

一
　
死
刑
は
勅
裁
を
脛
候
條
府
藩
縣
共
刑
法
官
江
可
伺
出
旨
被
仰
出
候
二
付
而

　
は
此
程
中
遠
嶋
刑
二
可
被
庭
も
の
御
伺
書
六
柵
差
上
置
申
候
右
は
御
手
限
者

　
と
奉
存
候
間
御
下
ケ
可
被
下
候

　
右
許
議
仕
取
調
候
抜
書
之
通
御
座
候
可
相
成
御
儀
二
御
座
候
ハ
・
御
堅
慮
御

書
入
御
座
候
得
ハ
刑
法
官
江
之
御
伺
書
取
調
倫
可
申
上
候
依
之
奮
刑
律
江
掛
紙

仕
候
分
萱
冊
並
心
付
候
廉
々
書
抜
壼
朋
相
添
此
段
奉
伺
候
以
上

　
　
戊
辰
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
村
彌
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
達
禮
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
野
勝
藏

一
　
關
所
難
通
類
山
越
い
た
し
候
も
の
内
但
書
男
二
　
　
　
徒
刑

　
　
被
誘
引
山
越
い
た
し
候
女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
璽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
刑

一
　
忍
通
候
者
之
但
書
女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
幽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百

一
諸
商
物
代
金
受

　
取
其
品
不
相
渡

　
外
江
二
重
費
致

　
し
叉
は
取
次
可

　
遣
品
質
二
置
並

　
費
沸
或
は
金
銀

　
横
取
致
候
者

金
子
は
一
圃
爾
よ
り
以
上
難
物
ハ

代
金
二
積
繭
一
爾
位
よ
り
以
上
ハ

　
　
　
百
百

金
子
硲
哺
よ
＆
下
霧
ハ

代
金
二
積
驕
一
爾
よ
り
以
下
は

　
　
　
　
百

死
　
罪

入
墨
敲

但
先
入
牢
申
付
代
金
叉
は
商
物
二
て
成
と
も
相
濟
二
お
い
て
ハ
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百

一一一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

爾
以
ヒ
ハ
江
戸
梯
闊
｝
爾
以
下
ハ
所
彿

　
　
　
　
　
　
　
百
，

手
元
二
有
之
品

を
與
風
取
逃
い

た
し
候
も
の

（
五
五
六
）

　
　
　
百

金
子
ハ
際
一
爾
よ
り
以
上
難
物
ハ

代
金
二
積
｝
麹
爾
位
よ
り
以
上
ハ

　
　
　
百
百

金
子
ハ
一
麹
爾
よ
り
以
下
難
物
ハ

代
金
二
積
［
鑓
爾
位
よ
り
以
下
ハ

　
　
　
　
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百

死
　
罪

入
墨
敲

　
但
先
入
牢
申
付
取
逃
之
品
償
候
二
お
い
て
は
囲
爾
以
上
以
下
と
も

主
人
願
之
通
助
命
申
付
江
戸
二
不
罷
在
候
様
可
申
渡
事

使
二
爲
持
遺
し

候
品
取
逃
い
た

し
候
も
の

　
　
　
拾

船
叙
聾
舗
鶏
聴
顯

　
　
　
拾
拾

金
子
ハ
固
［
爾
以
下
雑
物
ハ

代
金
二
塾
團
爾
位
よ
り
以
下
ハ

　
　
　
　
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾

死
　
罪

入
墨
敲

　
但
先
入
牢
申
付
取
逃
之
品
償
二
お
い
て
は
圃
爾
以
上
以
下
共
主
人

願
之
通
助
命
申
付
江
戸
二
不
罷
在
候
檬
可
申
渡
候
事

金
子
を
添
捨
子
を
貰
其
子
を
捨
候
も

の密
夫
い
た
し
實
之
夫
に
疵
付
候
も
の

引
廻
之
上

　
一
圏

　
　
　
死
　
罪

引
誰
上
門
『

　
　
　
死
　
罪
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街
事
之
品
封
公
儀
候
事
か
叉
ハ
兼
て
　
　
　
　
　
　
　
拾

巧
候
豪
或
ハ
人
霧
引
申
合
讐
　

賊
物
金
團
爾
以
上
ハ

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
罪

　
　
但
當
座
之
か
た
り
ハ
手
元
二
有
之
品
を
盗
取
候
も
の
御
仕
置
同
前

廻
場
之
内
二
て

金
銀
叉
は
難
物

等
を
拾
ひ
隠
し

居
候
番
人

　
　
　
拾

金
子
は
圏
一
爾
以
上
難
物
ハ

代
金
二
積
圏
一
爾
位
よ
り
以
上
ハ

　
　
　
鑑

金
子
ハ
爾
一
爾
以
下
難
物
ハ

代
金
二
積
一
圃
爾
位
よ
り
以
下
ハ

　
　
　
　
拾

引
廻
之
上

　
　
死
　
罪

入
墨
敲

磯
重
キ
肇
有
詣
窮
審
ケ

訴
人
二
出
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礫

　
　
（
朱
書
）
　
　
　
（
ま
』
）

　
　
是
は
君
親
を
殺
ス
ル
ニ
當
リ
候
罪
状
二
付
奮
律
之
通
リ
ニ
て
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒
之
上

主
人
二
爲
手
負
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礫

　
　
（
朱
書
）

　
　
是
は
君
江
手
向
候
犯
状
二
付
奮
律
之
通
二
て
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒
之
上

古
主
を
殺
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礫

　
　
（
朱
書
）

　
　
是
は
奮
律
之
通
二
て
可
然
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
廻
之
上

同
爲
手
負
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礫

　
　
（
朱
書
）

　
　
右
同
断
．

親
江
爲
手
負
候
も
の
並
打
郷
い
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礫

候
者

　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

　
　
　
　
（
朱
書
）

　
　
　
　
是
は
親
江
手
向
候
二
付
奮
律
之
通
二
て
可
然
哉

　
右
之
通
り

〔
資
料
H
〕

（
朱
書
）

戊
辰
十
一
月
刑
法
官
江
差
出

　
　
今
般
礫
刑
は
君
父
を
獄
す
る
大
逆
二
限
其
他
重
罪
及
焚
刑
其
外
換
刑
等
之

儀
被
仰
出
候
二
付
故
幕
府
江
御
委
任
之
刑
律
ケ
條
之
内
右
江
必
當
之
分
晋
抜

　
朱
枠
致
し
刑
名
書
改
且
其
鹸
之
刑
典
は
新
律
御
布
令
迄
右
御
委
任
之
刑
律
二

　
働
而
可
行
旨
之
御
儀
二
は
候
得
共
前
書
換
刑
二
照
鷹
爲
釣
合
候
廉
と
並
徒
刑

　
年
限
等
別
紙
を
以
相
伺
申
侯
以
上

　
　
　
戊
辰
十
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
府

　
　
刑
法
官

　
奮
刑
律
之
内
換
刑
ケ
條

　　　　一　扇一一

　
度
々
箱
訴
い
た
し
手
鎖
二

成
候
塵
差
冤
候
以
後
叉
候

訴
状
入
候
も
の

裁
許
不
請
も
の

裏
判
並
差
紙
不
受
も
の

裁
許
相
濟
候
儀
を
内
鐙
二
而
不
用
破

候
者

關
所
難
通
類
山
越
等
い
た
し
候
者

六
九

町
在
共
二

　
　
｝
江
戸
梯
一

　
　
　
徒
　
刑

　
一
中
追
放
『

　
　
　
徒
　
刑

　
一
所
携
一

　
　
　
徒
　
刑

　
一
中
追
放
一

　
　
　
徒
　
刑

於
其
郵

　
　
　
易
　
首

　
　
（
五
五
七
）



明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

一
　
同
案
内
い
た
し
候
も
の

一一一一

同
忍
通
り
候
も
の

口
留
番
所
を
女
を
蓮
忍
ひ
通
り
候
も

の隠
鐵
炮
致
所
持
候
者

隠
鐵
炮
打
候
も
の

人
別
帳
二
も
不
加
他
之
者
を

差
置
候
者

公
事
諸
願
其
外
請
負
等
二
付
而
賄
賂

差
出
候
者
並
取
持
い
た
し
候
も
の

地
頭
江
封
し
強
訴
其
上
徒
黛
致
し
　

散
之
百
姓
御
仕
置
之
事

隠
地
い
た
し
候
も
の

　
　
　
於
其
所

　
　
　
　
　
一
園
一

　
　
　
　
　
　
臭
　
首

　
　
　
　
圃
キ
追
放
一

　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
　
　
一
中
追
放
一

　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

江
戸
拾
里
四
方
並

御
留
場
外
關
八
州

　
　
　
　
一
園

　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

關
八
州
之
外

　
　
　
　
一
所
圏

　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
　
　
　
右
同
漸

響
差
置
講
圏

　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

一
輕
追
放
「

　
徒
　
刑

名
主

調撮

組
頭

　
田
畑
取
上

｝
所
劃

　
徒
　
刑

中
追
放

一

御
朱
印
地
寺
瀧
領
屋
敷
共
譲
渡
質
に

入
候
寺
肚

田
畑
屋
敷
二
重
二
質
入
い
た
し
候
者

七
〇

（
五
五
八
）

｝
江
戸
拾
里
四
方
一

　
　
　
圓
放
一

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
質
入
主

　
　
　
一
中
追
放
『

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
名
主

　
　
　
網
遡

　
　
加
到
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
所
携
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
但
二
重
書
入
も
同
断
田
畑
屋
敷
建
家
等
ハ
初
之
金
主
江
相
渡
後
之
金

　
主
江
は
家
財
取
上
可
相
渡
尤
名
主
加
到
人
馴
合
禮
金
取
候
ハ
・
蘭
騒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒

　
國
一
後
之
金
主
乍
存
質
地
書
入
等
讃
文
候
二
於
は
｝
江
戸
拾
里
四
方

　
刑國

　
徒
刑

諸
商
物
中
略
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云
　
々

横
取
い
た
し
候
者

　
　
但
先
入
牢
申
付
代
金
叉
ハ
商
物
二
而
成
と
も
相
渡
候
二
お
ゐ
て
ハ

　
拾
爾
以
上
一
江
戸
彿
一
拾
爾
以
下
ハ
一
所
　
梯
一

　
　
　
　
　
　
徒
　
刑
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

轟
風
打
荷
い
た
し
鑛
荷
物
を
盗
　
　
圃
追
圏

取
候
船
頭
と
馴
合
候
百
姓
之
内
重
立
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

持
蓮
ひ
世
話
致
し
配
分
取
候
者

奉
公
人
病
氣
二
付
宿
江
下
ケ
候
庭
致
　
　
　
給
金
不
相
濟
候
ハ
・

快
氣
候
得
共
不
相
瞬
外
江
奉
公
出
候
　
　
　
　
請
人
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二
お
ゐ
て
は

取
　
之
儀
乍
存
奉
公
人
計
隠
置
候
請

入
人
主

自
分
之
名
を
替
奉
公
人
之
請
に
立
候

も
の

人
之
仕
業
と
相
見
候
寄
子
之
攣
死
を

不
存
分
に
い
た
し
候
も
の

寄
子
致
欠
落
参
候
儀
ハ
存
候
得
共
盗

人
と
不
存
宿
い
た
し
雑
物
質
置
主
に

成
世
話
致
し
遣
配
分
ハ
不
取
も
の

寄
子
之
内
欠
落
及
七
度
不
尋
出
請
人

組
合
人
宿
二
は
無
之
好
身
之
者
二
付

人
主
印
形
ハ
有
合
之
到
を
用
自
分
請

二
立
出
し
置
候
奉
公
人
致
欠
落
候
庭

主
人
方
江
は
不
相
瞬
叉
候
請
二
立
外

江
奉
公
二
出
候
二
お
ゐ
て
は

金
子
を
添
捨
子
を
貰
其
子
を
捨
候
も
の

　
　
　
閾
所

　
　
　
｝
江
戸
圏

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
奉
公
人

　
　
　
一
同
罪
一

　
　
　
　
　
同

一
江
戸
拾
里
四
方
『

　
　
　
圃
放
一

　
　
　
　
　
徒
　
刑

一
國一追放
一

　
徒
　
刑

［
所
囲

　
徒
　
刑

圏
圏
國
巴

　
　
　
圓
放
｛

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
　
田
圓
囲

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
給
金
不
相
濟
候
ハ
・

　
　
請
人

　
　
　
闘
所

　
　
　
一
江
戸
囲

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
奉
公
人

　
　
　
一
同
罪
一

　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
云
　
々

但
切
殺
〆
殺
候
に
お
ゐ
て
は
引
廻
之
上
礫

明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

　　　一噌一

捨
子
有
之
を
内
謹
二
而
隣
町
等
江
叉

候
捨
候
儀
顯
に
お
ゐ
て
は

踊
子
呼
寄
費
女
爲
致
候
料
理
茶
屋
等

夫
有
之
女
江
密
通
之
手
引
い
た
し
候

も
の

密
夫
い
た
し
實
之
夫
を
殺
候
女

夫
有
之
女
得
心
無
之
二
押
而
不
義
い
た
し
候
者

　
　
但
大
勢
二
而
不
儀
い
た
し
候
ハ
、
頭
取
獄
門
同
類
一
重
キ
追
放
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

離
別
状
不
遣
後
妻
を
呼
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
一
中
追
放
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
但
利
欲
之
筋
を
以
之
儀
に
候
ハ
、
家
財
取
上
一
江
戸
彿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

主
人
之
娘
と
密
通
い
た
し
候
も
の

主
人
之
娘
江
密
通
之
手
引
い
た
し
候

も
の

女
得
心
無
之
に
押
而
不
義
い
た
し
候

も
の

七
一

當
人　

一
所
囲

　
　
　
徒
　
刑

名
主

　
【
江
戸
幽

　
　
　
徒
　
刑

　
一
所
沸
一

　
　
　
徒
　
刑

　
一
中
邉
放
一

　
　
　
徒
　
刑

引
廻
之
上

　
　
一
圓
「

　
　
　
星
　
首

　
　
云
　
々
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明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

他
之
家
來
叉
ハ
町
人
等
下
女
と
密
通

い
た
し
忽
ひ
入
候
も
の

夫
有
之
女
と
密
通
致
し
候
男
二
被
頼

女
を
貰
掛
候
も
の

夫
有
之
女
艶
書
は
度
々
替
候
得
共
密

會
不
致
儀
無
紛
二
お
い
て
は

縁
談
極
候
娘
と
不
義
い
た
し
候
男

花
鄭
響
之
婆
櫻
あ

　
　
但
萄
メ
候
も
の
俗
人
二
候
ハ

　
｝
所
彿
｝
妻
は
無
構

　
　
徒
　
刑

同
傳
法
を
講
其
上
勘
メ
候
も
の
之
宿

致
候
者

　
　
但
改
宗
可
致
旨
申
二
お
い
て
ハ

同
傳
法
を
請
候
内
萄
メ
候
も
の
之
佳

所
等
世
話
い
た
し
候
も
の

同
勧
メ
候
も
の
を
村
方
二
差
置
候
名

主
組
頭

取
上
一
所
擁
一

　
　
　
　
徒
　
刑

男
は

　
一
江
戸
囲

　
　
　
徒
　
刑

　
一
所
彿
一

　
　
　
徒
　
刑

男
女
と
も

　
口
園
［

　
　
　
徒
　
刑

　
國
圃
一

　
　
　
徒
　
刑

　
　
云
　
々

・
其
子
共
可
致
改
宗
旨
申
に
お
ゐ
て
は

　
徒
　
刑

但
改
宗
可
致
旨
申
二
於
て
は
田
畑
取
上
［
所

云
　
々

但
傳
法
を
請
改
宗
可
致
旨
申
候
共
名
主
ハ
囲
一
組
頭
ハ
田
畑

　
云
　
々

　
梯
一

徒
　
刑

　
云
　
々

徒
　
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
五
六
〇
）

新
規
之
紳
車
。
佛
事
い
た
し
候
も
の
　
　
　
出
家
吐
人
二
候
ハ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
品
重
ぎ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嗣
旧
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

寄
怪
異
読
申
醐
し
人
集
い
た
し
候
昌
　
　
人
集
い
た
し
候
宿

於
て
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
江
戸
彿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
襲
起
い
た
し
申
隅
候
頭
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
右
同
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
世
話
い
た
し
候
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
所
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

取
退
無
盤
聞
振
せ
わ
や
き
　
　
　
　
　
　
　
　
家
財
取
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
江
戸
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

仲
ケ
間
之
も
の
江
金
子
合
力
之
爲
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
睨
か
）

申
博
変
を
催
し
合
力
金
之
内
讃
に
て
　
　
　
　
　
　
云
　
々

自
分
も
配
分
取
候
も
の

　
　
但
博
変
催
し
候
世
話
ハ
不
致
候
得
共
合
力
金
貰
候
も
辺
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

廻
り
筒
に
て
博
変
打
候
も
の

　
　
但
三
度
以
上
廻
り
筒
い
た
し
候
も
の
一
中
追
放
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百

手
元
二
有
之
品

を
與
風
盗
取
候

類

金
子
ハ
一
圃
爾
よ
り
以
上
難
物
ハ

代
金
二
積
一
倒
爾
位
よ
り
以
上

　
　
　
百
百

金
子
ハ
闊
一
爾
以
下
難
物
ハ
’

代
金
二
積
一
圓
爾
位
よ
り
以
下
ハ

　
　
　
　
百

死
　
罪

入
墨
敲
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悪
窯
者
と
乍
存
宿
い
た
し
又
ハ
五
七

日
宛
逗
留
爲
仕
候
者

家
藏
江
忍
入
候
盗
人
二
被
頼
盗
物
持

運
配
分
取
候
も
の

　
　
但
配
分
不
取
候
ハ
、
敲
之
上
一
所
　
梯
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

御
林
之
竹
木
申
合
盗
伐
い
た
し
候
も

の輕
キ
盗
人
之
宿
い
た
し
候
も
の

盗
物
と
は
不
存
候
得
共
出
所
不
相
糺

質
二
置
遣
候
も
の

　
　
但
武
家
之
家
來
二
候
ハ
、
一
江
戸
彿
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

盗
物
と
乍
存
下
直
二
買
取
候
も
の

紛
失
も
の
町
鰯
之
節
隠
置
候
も
の

勾
引
候
も
の
と
馴
合
費
遣
分
ケ
前
取

候
者

謀
書
と
乍
存
頼
二
任
セ
認
遣
候
も
の

　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

　
一
重
追
圏

　
　
　
徒
　
雅

敲
之
上

　
一
輕
追
圏

　
　
　
徒
　
刑

頭
取

　
｝
重
追
團

　
　
　
徒
　
刑

頭
二
準
し
候
も
の

　
一
中
追
圏

　
　
　
徒
　
刑

　
一
所
囲

　
　
　
徒
　
刑

　
　
云
　
々

　
一
國

　
　
　
徒
　
刑

家
財
取
上

　
岡
隠
凹

　
　
　
徒
　
刑

　
圃
圏
一

　
　
　
徒
刑

　
薗
き
追
放
一

　
　
　
徒
　
刑
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遣
恨
を
以
人
之
悪
事
等
爲
之
儀
を
認

張
札
叉
ハ
捨
文
い
た
し
候
も
の

巧
を
以
人
を
打
櫛
致
し
同
類
之
内
よ

り
取
扱
物
ね
た
り
取
候
も
の

　
　
但
同
類
は
一
中
追
放
一

　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

惣
て
催
促
二
逢
或
ハ
預
ケ
者
等
屈
來

　
（
ま
ま
）

候
人
ハ
疵
付
叉
ハ
打
郷
い
た
し
候
も

の願
不
講
儀
を
叶
候
躰
二
申
或
會
所
建

掛
札
等
出
し
候
も
の

費
人
買
人
を
第
似
セ
も
の
商
候
も
の

御
褒
美
可
取
巧
二
て
爲
之
訴
人
い
た

し
候
者

人
を
殺
候
旨
申
掛
い
た
し
候
も
の

似
せ
金
銀
持
候
も
の

似
セ
秤
擁
候
も
の

　
　
但
掛
目
違
無
之
二
お
ゐ
て
ハ

一
中
追
放
一

　
徒

　
七
三

死
罪
二
可
及
程
之
儀
を

認
候
二
お
い
て
ハ

　
｝
園

　
　
　
徒
　
刑

　
　
云
　
々

　
　
　
一
中
追
放
一

　
　
　
　
徒
　
刑

踏匪

　
　
　
　
徒
　
刑

　
入
墨
之
上

　
　
　
一
圃
圓
圏

　
　
　
　
徒
　
刑

　
敲
之
上

　
　
　
一
中
追
放
一

　
　
　
　
徒
　
刑

一
通
り
之
申
掛
二
候
ハ

　
　
　
圃
キ
追
放
一

　
　
　
　
徒
　
刑

　
引
廻
之
上

　
　
　
　
園
圏

　
　
　
　
島
　
首

刑　
　
　
（
五
六
一
）
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明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

似
セ
枡
持
候
も
の

　
　
但
入
目
違
無
之
に
於
ハ
一
中
追
放
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

似
セ
朱
墨
持
候
も
の

火
を
附
候
も
の

人
二
被
頼
火
を
附
候
も
の

　
　
但
頼
候
も
の
｝
火
　
罪
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
桑
　
首

物
取
二
て
火
を
附
候
も
の
引
廻
之
儀

　
　
五
ケ
所
略
之

候
所
居
所
町
中
引
廻
し
一
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昊
　
首

口
囲
可
申
付
事

　
首

主
人
之
親
類
江
切
か
玉
り
打
か
～
り

候
も
の

師
匠
を
殺
候
も
の

人
殺
二
手
傳
い
た
し
候
も
の

云
　
々

家
財
取
上

　
一
所
圏

　
　
　
徒
　
刑

　
一
火
罪
一

　
　
　
臭
　
首

　
　
云
　
々

右
之
分
引
廻
通
候
節
人
敷
不
依
多
少
科
書
之
捨
札
建
置
可
申
候
尤
火
を
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罪
一
可
申
付
事

物
取
二
て
無
之
火
附
不
及
捨
札
火
を
附
候
所
居
所
町
中
引
廻
之
上
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島

但
當
座
之
儀
二
候
ハ
・
遠
嶋
品

　
　
　
　
　
云
　
々

二
よ
り
薗
キ
追
圏

　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
　
　
　
　
一
國
一

　
　
　
　
　
云
　
々

　
　
　
　
　
　
昊
　
首

　　　　　　　　　一　　　　　　一　　一一一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
　
（
五
六
二
）

　
　
但
兼
て
人
を
殺
へ
ぎ
旨
申
合
候
儀
も
無
之
同
輩
之
者
圏
諄
難
見
捨
致

　
助
力
候
も
の
一
中
追
放
一

　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

人
殺
二
手
傳
ハ
不
致
候
得
共
荷
澹
い
　
　
　
　
　
一
中
追
放
一

た
し
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
刑

車
を
引
掛
怪
我
爲
致
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
云
　
々

但
人
二
不
當
方
を
引
候
も
の
は
『
中
追
放
一

牛
馬
を
牽
掛
怪
我
致
さ
せ
候
も
の

口
論
之
上
入
二
疵
付
片
輪
二
い
た
し

候
者

伜
人
二
被
殺
候
を
任
扱
内
謹
二
て
事

濟
候
親

邪
曲
を
以
て
人
殺
を
取
扱
之
者
有
之

内
謹
二
て
事
濟
殺
候
も
の
を
爲
立
退

候
儀
迄
乍
存
不
訴
出
二
お
ゐ
て
ハ

家
焼
失
之
時
親
嶢
死
候
を
捨
置
遁
出

候
者

親
被
殺
候
死
骸
見
屈
候
得
共
物
入
等

を
厭
ひ
村
役
人
等
相
談
之
上
不
訴
出

押
隠
し
候
儀
顯
に
お
ゐ
て
ハ

徒
　
刑

但
兄
姉
伯
父
伯
母
を
焼
殺
候
二
お
ゐ
て
ハ
中
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭

　
　
云
　
々

　
［
圃
魍
圏

　
　
　
徒
　
刑

　
一
中
追
放
一

　
　
　
徒
　
刑

　
扉
目
遡

　
　
　
徒
　
刑

名
主

　
』
中
追
放
『

　
　
　
徒
　
刑

組
頭　

一
所
幽

　
　
　
徒
　
刑

　
　
云
俵

　
一
輕
追
放
一

　
　
　
徒
　
刑

　
扇
囲

　
　
　
徒
　
刑
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相
手
理
不
墨
之
仕
方
二
て
不
得
止
事

切
殺
候
二
お
ゐ
て
は

怪
我
二
て
與
風
疵
付
ケ
其
疵
二
て
相

手
死
候
も
の

御
城
内
に
て
口
論
之
上
拾
人
以
上
敲

合
つ
か
ミ
合
候
も
の

あ
は
れ
候
て
町
所
を
さ
わ
か
し
候
も

の

相
手
方
親
類
名
主
等
被
殺
候
も

轟
蘇
講
猿
欝
哩

　
　
　
扇
追
陞

　
　
　
　
　
徒
　
刑

麟　
昧
之
上
あ
や
ま
ち
二
無
紛
並

　
我
人
之
親
類
存
念
相
尋
候
上

　
　
　
扇
追
放
』

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
双
方
當
人

　
　
　
薗
キ
追
塑

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
同
荷
澹
い
た
し
候
者

　
　
敲
之
上

　
　
　
一
江
戸
彿
一

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
敲
之
上

　
　
　
扇
囲

　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
但
所
々
．
一
て
あ
は
れ
候
二
お
い
て
は
敲
之
上
｝
中
追
放
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

遺
恨
等
を
以
拾
人
塚
上
結
徒
蕪
狼
籍

之
上
人
を
殺
候
二
お
ゐ
て
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
云
　
々

　
　
但
人
二
疵
付
候
二
お
ゐ
て
ハ
頭
取
死
罪
尤
人
殺
疵
付
共
二
荷
捲
人

『
中
追
放
一

　
徒
　
刑

同
狼
籍
い
た
し
諸
道
具
等
損
さ
し
候
　
　
　
　
頭
取

に
お
ゐ
て
ハ
　
　
　
　
　
　
薗
キ
追
塑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
但
荷
捲
人
［
副
「
、
捌
］

　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

一

酒
狂
二
て
人
二
爲
手
負
候
者
疵
之
不

依
多
少

岨
　
酒
狂
二
て
人
を
打
郷
い
た
し
候
者

酒
狂
二
て
諸
道
具
を
損
さ
し
候
も
の

　
　
武
家
之
家
來

　
　
　
一
江
戸
囲

　
　
　
　
　
徒
　
刑

講
難
講
騰
麟

者
ハ　

　
　
『
所
梯
「

　
　
　
　
　
徒
　
刑

損
失
之
道
具
償
可
申
付
償
不
成

身
上
之
者
は

　
　
　
　
　
ハ
ま
レ
レ

　
　
　
　
所
沸

科
人
欠
落
尋
ケ
條

　
事
を
巧
人
を
殺
候
も
の
叉
は
闇
打
或
ハ
人
家
江
忍
入
人
を
殺
欠
落
い
た
し

　
候
ハ
・
先
近
キ
親
類
之
内
壼
人
入
牢
可
申
付
尋
之
儀
三
ケ
月
不
尋
出
候
ハ

　
・
猫
叉
百
日
限
尋
申
付
不
尋
出
二
お
ゐ
て
ハ
尋
申
付
候
者
之
内
二
て
近
キ

　
績
之
も
の
『
中
追
放
『
残
る
も
の
云
々

　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
但
欠
落
之
も
の
親
類
有
之
候
得
共
子
方
之
者
二
候
ハ
・
右
之
内
先
壷
人

　
入
牢
申
付
欠
落
も
の
之
店
講
入
並
家
主
五
人
組
在
方
二
て
は
名
主
組
頭
等

　
二
尋
申
付
不
尋
出
候
ハ
・
親
類
ハ
出
牢
申
付
置
候
者
共
は
過
料
之
上
永
尋

　
可
申
付
候
且
叉
親
類
壷
人
有
之
親
方
之
も
の
二
候
ハ
・
右
之
も
の
共
一
同

　
に
尋
申
付
於
不
尋
ハ
親
類
ハ
一
中
追
放
一
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
牢
抜
出
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云
　
々

　
　
　
但
牢
番
人
｝
中
追
放
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
手
鎖
外
し
遣
候
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云
　
々

七
五

（
五
六
三
）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

　
　
　
但
手
鎖
外
し
候
も
の
欠
落
い
た
し
候
ハ
、
一
輕
追
放
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
江
戸
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
所
幽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司

辻
番

一
　
廻
り
場
之
内
二
て
入
を
切
殺
或
ハ
爲

一
　
御
構
有
之
も
の
を
隠
し
差
置
候
も
の
　
　
追
放
者
隠
置
候
ハ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
彿
之
者
を
隠
置
候
ハ
・

一

手
負
候
を
見
遁
し
い
た
し
相
手
を
不

留
置
番
人

廻
場
之
内
捨
子
叉
は
重
病
人
有
之
節

外
江
捨
候
番
人

一
中
追
放
一

　
徒
　
刑

　
　
但
倒
死
有
之
を
押
隠
し
取
捨
候
二
於
て
ハ

聲
養
子
不
孝
不
堵
有
之
差
戻
候
以
後
　
　
　
　
荷
捲
人
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頭
取

外
之
養
子
致
娘
二
嫁
合
候
節
先
夫
荷
　
　
　
　
　
田
畑
家
財
取
上

捲
人
を
催
参
娘
を
奪
取
候
二
お
ゐ
て
　
　
　
　
　
一
所
　
梯
一

ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
刑

　
　
但
人
二
も
疵
付
不
申
其
上
養
父
方
之
も
の
共
詫
候
ハ
、
當
人
『
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒

闘
國
一

　
　
刑

壷
人
爾
判
之
質
物
を
取
置
吟
昧
二
可

成
品
之
由
承
質
物
相
返
シ
預
金
謹
文

二
仕
直
其
上
質
帳
不
靖
二
致
候
質
屋

　江　＿
徒戸云
　梯
刑＿々

　　家
　＿財
　江取
徒戸上

刑囲

頃
候
旋
人
療
養
も
不
加
其
上
宿
次
二

邊
り
出
し
候
に
お
ゐ
て
ハ

自
分
よ
り
帯
刀
い
た
し
罷
在
候
百
姓

町
人

關
所
二
可
成
田
畑
地
面
押
隠
に
於
ハ

七
六

　
　
（
五
六
四
）

旋
籠
屋

　
一
所
塑

　
　
　
徒
　
刑

刀
脇
差
共
二
取
上

　
［
輕
追
放
『

　
　
　
徒
　
刑

名
主

　
』
輕
追
放
一

　
　
　
徒
　
刑

組
頭　

｝
所
遡

　
　
　
徒
　
刑

年
貢
諸
役
村
入
用
帳
面
等
惣
百
姓
江

不
爲
見
並
印
形
を
も
不
取
置
に
お
ゐ
　
　
　
　
　
　
云
　
々

て
ハ

　
　
但
名
主
組
頭
私
欲
有
之
二
お
い
て
は
名
主
家
財
取
上
［
鳳
］

云
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
刑

　　　　　一　　一一

一
重
追
放
一

　
徒
四
年

｝
中
追
放
『

　
徒
三
年

函
追
放
一

　
徒
二
年
半

月
轍
二
し
て
四
十
八
ケ
月

月
藪
二
し
て
三
十
六
ケ
月

月
撒
二
し
て
三
十
ケ
月

　
（
朱
書
）

　
右
徒
刑
之
内
是
迄
之
輕
中
重
追
放
二
當
り
候
者
之
儀
醤
律
二
擦
り
候
得
は

田
畑
家
屋
敷
家
財
等
欠
所
二
候
得
共
左
候
て
ハ
徒
之
年
限
相
立
奮
里
江
麟
り

候
て
も
差
當
活
計
之
道
有
之
間
敷
終
二
は
無
宿
も
の
曾
殖
之
理
合
且
は
右
年



限
中
無
峯
之
妻
子
等
迄
道
路
に
迷
候
檬
成
行
可
申
欄
然
之
次
第
二
も
有
之
候

間
利
欲
二
拘
り
候
罪
状
其
他
欠
所
二
可
申
付
科
は
格
別
其
飴
ハ
欠
所
被
差
止

候
方
可
然
哉
且
土
地
之
便
宜
二
寄
當
府
お
ゐ
て
ハ
人
足
寄
場
江
差
遣
可
申
候

　
一
　
「
江
戸
拾
里
四
方
追
放
一

　
　
　
　
徒
二
年
　
　
月
激
二
し
て
二
十
四
ケ
月

　
一
一
江
戸
梯
一

　
　
　
　
徒
壷
年
半
　
月
轍
二
し
て
十
八
ケ
月

　
一
一
所
圏

　
　
　
　
徒
壼
年
　
　
月
轍
二
し
て
十
ニ
ケ
月

右
刑
律
二
照
考
爲
釣
合
候
ケ
條

諸
商
物
代
金
受

取
其
品
不
渡
外

江
二
重
費
致
し

叉
ハ
取
次
可
遣

品
質
二
置
並
費

彿
或
ハ
金
銀
致

横
取
候
者

　
　
　
百

金
子
ハ
一
圃
爾
以
下
難
物
は

代
金
二
積
囲
一
爾
位
よ
り
以
上
ハ

　
　
　
　
百

　
　
　
百

金
子
ハ
【
幽
爾
以
下
難
物
は

代
金
二
積
囲
一
爾
位
よ
り
以
下
ハ

　
　
　
　
百

死
　
罪

入
墨
敲

但
し
先
入
牢
申
付
代
金
叉
ハ
商
物
二
て
成
と
も
相
濟
候
二
お
ゐ
て
ハ

　
拾
爾
以
上
ハ
一
江
戸
彿
［
拾
爾
以
下
ハ
一
所
　
梯
一

　
　
　
　
　
　
　
樹
刑
　
　
　
　
　
徒
刑

手
元
二
有
之
品
　
　
　
　
　
　
百

を
興
風
遜
致
金
子
ハ
圃
璽
＆
上
務
は

　
　
　
　
　
　
　
　
代
金
二
積
驕
一
爾
位
よ
り
以
上
ハ

し
候
も
の
　
　
　
　
　
　
百

　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

死
　
罪

一一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百

　
　
　
　
　
　
　
金
子
は
岡
璽
＆
上
霧
ハ
入
叢

　
　
　
　
　
　
　
代
金
二
積
一
瞳
爾
位
よ
り
以
上
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百

　
但
先
入
牢
申
付
取
迩
之
品
償
候
二
お
ゐ
て
は
闊
一
爾
以
上
以
下
と
も

主
人
願
之
通
助
命
申
付
江
戸
二
不
罷
在
檬
可
申
渡
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

使
二
爲
持
遣
候

品
取
　
致
し
候

も
の

金
子
ハ
一
圖
爾
よ
り
以
上
薙
物
ハ

代
金
二
積
一
囹
一
爾
位
よ
り
以
上
ハ

　
　
　
　
十

馨
囎
籔
臓
惚

　
　
　
　
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

死
　
罪

入
墨
敲

　
　
但
先
入
牢
申
付
取
　
之
品
々
償
二
於
て
は
一
團
爾
以
上
以
下
共
主
人

願
之
通
助
命
申
付
江
戸
二
不
罷
在
候
様
可
申
渡
事

街
事
之
品
封
公
儀
候
事
か
叉
ハ
象
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臓
物
金
壷
爾
以
上
は

巧
候
事
か
或
は
人
を
誘
引
申
合
候
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
　
　
罪

の　
　
但
當
座
之
か
た
り
ハ
手
元
二
有
之
品
を
盗
取
候
も
の
御
仕
置
同
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

廻
り
場
之
内
二

て
金
銀
又
ハ
難

物
等
を
拾
ひ
隠

し
居
候
番
人

（
朱
書
）

金
子
は
圏
騙
よ
り
以
上
難
物
ハ

代
金
二
積
一
圃
爾
位
よ
り
以
上
ハ

　
　
　
＋
＋

金
子
ハ
圏
一
爾
よ
り
以
下
難
物
ハ

代
金
二
積
圏
一
爾
位
よ
り
以
下
ハ

　
　
　
　
十

引
廻
之
上

　
死
　
　
罪

　
入
墨
敲

右
五
ケ
條
は
盗
窃
百
爾
以
下
は
罪
不
至
死
と
の
御
定
二
基
キ
朱
書
之
通
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
五
六
五
）



　　　　一　　噌一
　
　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

置
候
方
可
然
哉

継
人
筆
悪
奢
之
露
を
霧
ケ

訴
人
二
出
候
者

主
人
二
爲
手
負
候
者

古
主
を
殺
候
も
の

同
爲
手
負
候
者

親
江
爲
手
負
候
も
の
並
打
踏
い
た
し
候
者

（
朱
書
）

礫

　
晒
之
上

　
　
　
　
礫

　
晒
之
上

　
　
　
　
礫

引
廻
之
上

　
　
　
　
礫

　
　
　
　
礫

　
　
右
五
ケ
條
ハ
詰
り
君
父
を
獄
す
る
二
當
り
候
罪
状
二
付
奮
律
之
通
二
て
可

然
哉

一
　
密
夫
致
し
實
之
夫
二
疵
付
候
も
の
　
　
　
　
　
引
廻
之
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
　
罪

　
　
（
朱
書
）

　
　
右
ケ
條
前
書
殺
し
候
も
の
の
礫
刑
を
昊
首
二
換
候
二
付
て
は
右
疵
付
候
も

　
の
と
同
等
に
相
成
釣
合
不
宜
依
之
朱
書
之
通
相
改
候
哉

一
嘘
子
を
添
捨
子
を
貰
其
子
を
捨
候
も
　
引
曜
門
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
　
罪

　
　
（
朱
書
）

　
　
右
ケ
條
も
前
同
様
殺
し
候
も
の
と
同
等
相
成
候
二
付
朱
書
之
通
可
相
改
候

　
哉

右
之
通
り

〔
資
料
皿
〕

　
新
律
御
治
定
迄
別
紙
四
刑
各
三
等
を
以
後
二
輕
重
を
配
當
い
た
し
當
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
五
六
六
〉

　
左
之
通
致
所
置
候
事
と
の
御
書
付
に
循
而

張
盗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刎
首

　
　
（
朱
書
）

　
　
右
江
引
當
テ
候
は
蓉
刑
律
之

（
朱
書
）

一
　
盗
二
入
匁
物
二
而
人
二
疵
付
候
も
の
盗
物
持
主
江
取
返
候
共
獄
門

　
（
朱
書
）

　
但
忍
入
ニ
ハ
無
之
候
共
盗
可
致
と
存
人
二
疵
付
候
者
死
罪

（
朱
書
）

一
　
盗
二
入
二
て
無
之
外
之
品
に
て
人
二
疵
付
候
も
の
盗
物
持
主
江
相
返
し
候

共
死
罪

（
朱
書
）

一
　
盗
可
致
と
徒
蕪
致
し
人
家
江
押
込
候
も
の
頭
取
獄
門
　
同
族
死
罪

（
朱
書
）

一
　
追
剰
い
た
し
候
も
の
獄
門

（
朱
書
）

一
　
邉
落
い
た
し
候
も
の
死
罪

百
爾
以
上
窃
盗
　
　
　
　
　
　
　

刎
首

窃
盗
五
十
爾
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徒
　
罪

　
　
　
（
朱
書
）

　
　
此
徒
ハ
一
年

同
戴
拾
爾
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
　
百

同
壷
爾
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
五
十

同
壷
、
爾
以
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
二
十

　
　
欲
盗
未
得
盗
も
の
亦
同

　
　
　
（
朱
書
）

　
　
右
江
引
當
候
は
奮
刑
律
之

（
朱
書
）

一
　
家
内
江
忍
入
或
ハ
土
藏
杯
破
り
候
類
金
高
難
物
之
不
依
多
少
死
罪

　
（
朱
書
）

　
但
査
夜
二
不
限
戸
明
き
有
之
所
又
は
家
内
二
人
無
之
故
手
元
に
有
之
輕
キ

　
品
盗
取
候
類
入
墨
之
上
重
敲

（
朱
書
）

一
　
盗
人
ノ
手
引
い
た
し
候
も
の
死
罪



（
朱
書
）

一
　
片
輪
も
の
所
持
之
品
を
盗
取
候
も
の
死
罪

　
　
（
朱
書
）

　
　
手
元
二
有
之
品
を
風
と
盗
取
候
類
金
子
ハ
十
爾
よ
り
以
上
難
物
ハ
代
金

　
　
二
積
十
爾
位
よ
り
以
上
は
死
罪
金
子
は
十
爾
よ
り
以
下
雄
物
ハ
代
金
二
積

　
十
爾
よ
り
以
下
は
入
墨
敲
（
琳
礁
献
鞭
位
韓
即
譲
の
）

（
朱
書
）

輔
　
輕
き
盗
い
た
し
候
も
の
敲

（
朱
書
）

一
　
一
旦
敲
に
成
候
上
輕
き
盗
い
た
し
候
も
の
入
墨

（
朱
書
）

一
　
途
中
二
て
小
盗
致
し
候
も
の
敲

（
朱
書
）

一
　
橋
の
高
欄
叉
は
武
士
屋
敷
之
鐵
物
外
し
候
類
重
敲

（
朱
書
）

一
　
湯
屋
江
参
衣
類
差
替
候
も
の
敲

（
朱
香
）

一
　
家
内
江
忍
入
奮
悪
二
候
共
五
度
以
上
之
度
籔
盗
い
た
し
候
者
物
不
得
取
候

共
引
廻
之
上
死
罪

ノレ

霧
郵
て
〆
り
の
羅
度
肇
二
不
拘
書
之
多
少
姦
夫
荊
叢
極

　
昊
　
　
首

死
刎
首

　
　
　
絞
首

　（

朱
書
）

右
絞
首
二
行
ひ
候
も
の
は
刎
首
二
可
庭
者
之
内
品
輕
キ
も
の
並
下
手
人
杯

に
引
當流

議

　
（
朱
書
）

　
右
流
刑
之
儀
も
前
同
檬
所
業
輕
重
二
の
て
年
限
相
立

　
　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

　
徒
二
年

螺
欝
中
嚢

　
　
一
年
孚

　
（
朱
書
）

　
輕
追
放
　
江
戸
拾
里
四
方
追
放

　
　
一
年

　
（
朱
書
）

　
江
戸
梯
所
佛

楚年限三

筈
分
畠
饒
是
嚢
型
儀
六
碧
之
候
付
禦
甕

刑
つ
』
同
年
限
ニ
ス

右
御
書
付
之
刑
典
二
當
テ
候
廉
朱
書
之
通
二
て
相
當
哉
且
叉
其
他

　
街
事
之
儀
ハ
窃
盗
二
類
シ
候
事
二
付
右
ケ
條
二
比
准
金
高
を
以
刑
典
輕
重

可
取
極
哉

一
　
廻
筒
餐
博
変
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
五
十

　
（
朱
書
）

　
右
奮
刑
は
重
敲
二
候
得
共
右
は
敲
重
敲
と
試
段
有
之
今
般
苔
三
等
被
仰
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
か
）

候
二
付
て
は
敲
は
苔
試
十
重
敲
ハ
答
五
十
と
取
極
候
方
哉
と
本
之
通
苔
五
十

一
　
加
留
た
博
変
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
戴
十

　
（
朱
書
）

　
右
奮
刑
ハ
五
十
敲
二
候
得
共
前
書
之
趣
意
を
以
本
文
之
通
答
　
十

右
之
通
取
行
ひ
可
然
哉
此
段
相
伺
申
候

　
　
巳
二
月

以
上

　
　
　
　
青
山
小
三
郎

　
　
　
　
小
嶋
時
之
助

七
九
　
　
　
（
五
六
七
）



　
　
　
明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

下
ケ
札

　
　
本
文
絞
首
之
儀
ハ
御
新
定
之
儀

　
　
績
委
細
承
知
仕
度
候

二
て
仕
形
奮
例
無
之
候
間
右
取
行
方
手

〔
附
録
〕

庚
午
正
月
よ
り
同
十
二
月
晦
日
迄
御
仕
置
御
餐
濟
　
　
総
人
員
八
千
八
百

　
八
十
八
人

　
　
　
内

一
　
璽
詰
死
膿
礫
罪

一
　
昊
示

一
存
命
二
候
得
は
最
示

一
　
斬
罪

一
　
存
命
二
候
得
は
斬
罪

一
　
絞
罪

一
　
存
命
二
候
得
は
絞
罪

一
　
流
罪

一
　
庶
人
二
下
シ
徒
罪

一
　
同
　
　
　
　
筈
罪

一
　
同
　
　
　
　
禁
獄

一
　
庶
入
二
下
シ
候
者

一
　
答
之
上
徒
罪

一
　
徒
罪

一
，
杖
罪

　
　
　
　
一
人

　
　
　
十
四
人

　
　
三
十
五
人

　
　
五
十
五
人

　
　
七
十
四
人

　
　
　
　
三
人

　
　
　
　
六
人

　
　
三
十
二
人

　
　
　
　
二
人

　
　
　
　
九
人

　
　
　
　
一
人

　
　
　
　
一
人

　
　
　
十
二
人

五
百
七
十
二
人

　
　
　
　
四
入

　
答
之
上
手
鎖

　
苔
罪

　
牧
陵
金
申
付
候
者

　
過
怠
牢
舎

　
過
料
之
上
手
鎖

　
手
鎖

　
謹
愼

　
押
込

　
逼
塞

　
過
料

　
叱
り

　
藩
並
主
人
江
相
當
之
餐
申
付
候

　
檬
申
達
引
渡
候
者

　
寺
法
之
通
可
取
計
旨
申
渡
本
寺

　
江
引
渡
候
者

　
座
法
之
通
可
取
計
旨
申
渡
惣
豫

　
（
湘
随
縮
馴
勤
元
）
江
引
渡
候
者

　
徒
罪
相
當
揮
直
樹
（
緋
駄
緬
齪
講
内
）
江
引
渡
候
者

　
答
罪
同
噺

　
手
鎖
同
翻

　
過
料
同
噺

　
叱
り
同
蜥

　
非
人
手
下
申
付
候
者

　
（
朱
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
害
）

三
千
四
百
九
十
人

一一一一一一一麟幅一一一一一一一一一一一

八
0
　
　
　
（
五
六
八
）

　
　
　
　
　
　
　
一
人

　
二
千
七
百
六
十
五
入

　
　
　
　
　
　
二
人

　
　
　
　
　
八
十
七
人

　
　
　
　
　
五
十
七
人

　
　
　
　
三
百
十
七
人

　
　
　
　
　
五
十
四
人

　
　
　
　
　
百
一
人

　
　
　
　
　
　
十
人

　
二
千
五
百
六
十
五
人

　
　
千
八
百
七
十
五
人

　
　
　
　
　
　
三
人

　
　
　
　
　
　
　
八
入

　
十
九
人

四
十
四
人

百
十
五
人

二
十
三
人

　
　
四
人

　
　
六
人

　
　
二
人

正
月
よ
り
六
月
迄
落
善



（
朱
書
）

五
千
三
百
九
十
八
人

（
朱
書
）

七
月
よ
り
十
二
月
迄
落
藩

附
録
後
註
　
内
課
の
集
計
は
、
八
八
七
九
人
で
総
人
員
よ
り
九
人
す
く
な
い

　
が
、
ど
こ
に
間
違
い
が
あ
る
の
か
、
確
む
べ
ぎ
す
べ
が
な
い
。

後
記
　
本
稿
に
利
用
し
た
「
府
治
類
纂
」
お
よ
び
「
法
令
類
纂
」
は
、
東
京

　
　
都
政
史
料
館
の
御
厚
意
で
閲
鷺
、
公
表
を
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

　
　
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
月
十
六
日
稿
）

明
治
初
年
の
東
京
府
刑
法

八
耐

（
五
六
九
）


